
美里町立小牛田中学校いじめ防止対策基本方針

平成２６年５月１日策定

令和元年７月２９日改訂

１ いじめの定義

本校では，

「いじめ」とは，生徒等に対して，当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒

等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった生徒等が心身の苦

痛を感じているものをいう。 （いじめ防止対策推進法）

としてとらえる。

２ 定義を受けて

いじめは，人として決して許されない行為である。しかしながら，どの生徒にも，どの学校に

も起こり得ることから，学校，家庭，地域が一体となって，一過性ではなく，継続して，未然防

止，早期発見，早期対応に取り組むことが重要である。

いじめ問題への取組にあたっては，学校長のリーダーシップのもと，学校全体で組織的な取組

を進める。なかでも，「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は，教育活動

の在り方と密接にかかわっており，すべての教職員が積極的な生徒指導の推進を意識しながら日

々実践することが重要である。

３ いじめ防止に向けての基本姿勢

（１）小牛田中学校の教育目標とのかかわり

① 『正しく』 →思いやりの心をもち，実践する生徒を育成する。

② 『明るく』 →相手の立場に立って考え認め合う生徒を育成する。

③ 『たくましく』 →生命を大切にする生徒を育成する。

（２）教職員としての基本姿勢

① いじめを許さない，見過ごさない雰囲気づくりに努める。

② 生徒一人一人の自己有用感を高め，自尊感情を育む教育活動を推進する。

③ いじめの早期発見のために，様々な手段を講じる。

④ いじめの早期解決のために，当該生徒の安全を保証するとともに，学校内だけでなく，各種

団体・機関と協力をして，解決にあたる。

⑤ 学校と家庭が協力して，事後指導にあたる。

４ いじめの早期発見・早期解決に向けて

（１）早期発見のために，様々な手段を講じる

① 「どの生徒にも起こりうるもの」という基本認識に立ち，全教職員の目で生徒一人一人の様

子を見守り，日常的な観察を丁寧に行い，生徒の小さな変化を見逃さない。

② 様子がおかしいと感じた生徒がいる場合には，全教職員で気づいたことを共有し，当該生徒

と相談を行い見守るようにする。

③ 様子に変化が見られる場合には，教職員が積極的に働きかけ，生徒に安心感をもたせるとと

もに，問題の有無を確認し，解決すべき問題について，当該生徒から聞き取りをする。内容に

応じて，スクールカウンセラー等の協力を得るなどして，早期解決を図る。

④ 「学校生活に関するアンケート」を定期的に行う。生徒の悩みや人間関係等を把握し，いじ

めゼロの学校・学級づくりを行う。アンケート等の一次資料は最低でも当該生徒が卒業するま

で，アンケートや聴取結果等をまとめた二次資料は５年間保存する。



⑤ 道徳の授業を柱とし，実践的な態度を養う道徳教育を推進する。

⑥ 達成感や充実感を味わう課題解決型学習や体験活動を推進し，自己有用感を味わわせる。

（２）早期解決のために，全教職員が一致団結して問題の解決，再発防止にあたる

① いじめ問題を学級担任だけで抱え込むことなく，学校長以下すべての教職員が対応を協議し，

的確にいじめ問題の解決にあたる。

② 情報収集を綿密に行い，事実確認をした上で，いじめられている生徒の身の安全を最優先に

考え，いじめている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

③ 傍観者の立場にある生徒たちにもいじめているのと同様であることを指導する。

④ いじめの様態に応じて，学校内だけではなく，関係機関や専門家と協力しながら解決にあた

る。

⑤ いじめられている生徒の心の傷を癒すために，スークルカウンセラーや養護教諭と連携を図

りながら指導を行う。

（３）家庭や地域，関係機関と連携した取組

① いじめ問題に関係する家庭との連携をいつも以上に密にし，学校側の取組についての情報を

伝えるとともに，家庭での様子や友人関係などの情報を集めて指導に生かす。

② 関係機関から指導の状況や指導後の対応について指導助言を受け，生徒の早い立ち直りや再

発防止を最優先として取り組む。

③ いじめの事実を隠さず，場合によってはＰＴＡに周知を図り，保護者全体から協力を得て，

解決や事後の見守りがより円滑に進むようにする。

④ 毎月のいじめ認知件数が「０」の場合は，学校・学年だより等で生徒・保護者に公表し検証

を促す。その結果については，翌月に教育委員会へ報告する。

５ いじめ問題に取り組むための学校の組織

（１）学校内の組織

① 「生徒指導委員会」

月１回，職員会議等で全教職員で，いじめに関わる事案や生徒について，その現状や指導に

ついての情報交換を行い，共通理解・共通行動を図る。

② 「いじめ防止対策委員会」

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため，校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，養護

教諭，当該学級担任，（スクールカウンセラー等）によるいじめ防止対策委員会を設置する。

必要に応じて開催する。

学校におけるいじめ防止等について，生徒や教職員からの情報を収集・整理し，情報の共有

と活用を進めと同時に，情報の管理を行う。

学校基本方針の実施，及び学校におけるいじめの防止等の取組について，必要に応じた検証

を行う。

学校評価の項目に学校におけるいじめ防止等のための取組状況（アンケート，個人面談，校

内研修等の実施状況等）を位置付け，検証を行う。

（２）家庭や地域，関係機関と連携した組織

① 緊急を要する問題が発生した時に，校長の指示により敏速に支援体制として「緊急生徒指導

委員会」を開催し，敏速な対応を行う。

② 参加メンバー

校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，各学年主任，養護教諭，ＰＴＡ会長，ＰＴＡ副会長，

遠田警察署



いじめ対応について

【いじめ対応の基本的な流れ】

１ いじめ情報のキャッチ

（１）いじめ防止対策委員会を招集する。

（２）いじめられた生徒を徹底して守る。

（３）見守る体制を整備する。（登下校，休み時間，清掃時間，部活動，放課後等）

正確な実態把握 指導体制，方針決定 生徒への指導・支援

○該当生徒，周囲 ○指導のねらいを明 ○いじめられた生徒を保護し，心配や

の生徒から聞き 確にする。 不安を取り除く。

取り，記録する。 ○すべての教職員の ○いじめた生徒に，相手の苦しみや痛

○教職員で情報を 共通理解を図る。 みに思いを寄せる指導を行う中で

共有し，正確に ○対応する教職員の 「いじめは決して許されない行為で

把握する。 役割分担を図る。 ある」ことを理解させる。

○いじめの全体像 ○教育委員会，関係

を把握する。 機関との連携を図

る。

保護者との連携

○直接会って，具体的な対策を話す。

○協力を求め，今後の学校との連携方

法を話し合う。

今後の対応

○継続的に指導や支援を行う。

○カウンセラー等の活用も含め心のケアにあ

たる。

○心の教育の充実を図り，誰もが大切にされ

る学級経営を行う。



【いじめ発見時の緊急対応】

１ いじめられた生徒・いじめを知らせた生徒を守り通す

（１）いじめられていると相談に来た生徒や，いじめの情報を伝えに来た生徒から話を聞く場合に

は，他の生徒の目に触れないよう，場所，時間などに慎重な配慮を行う。また，事実確認は，

いじめられている生徒といじめている生徒を同時間帯に別の場所で行う。

（２）状況に応じて，いじめられている生徒，いじめ情報を伝えた生徒を徹底して守るため，登下

校，休み時間，部活動，放課後等においても教職員の目の届く体制を整備する。

２ 事実確認と情報の共有

（１）いじめの事実確認においては，いじめの行為を行うに至った経過や心情などをいじめている

生徒から聞き取るとともに，周囲の生徒や保護者など第三者からも詳しく情報を得て，正確に

把握する。なお，保護者対応は，複数の教職員で対応し，事実に基づいて丁寧に行う。

（２）短時間で正確な事実関係を把握するため複数の教職員で対応することを原則とし，管理職の

指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。

教職員がいじめの情報を学校内で共有しないことは，いじめ防止対策推進法の規定に違反し

得ることを認識し，校内で情報を共有する。

把握すべき情報例

《加害者と被害者の確認》・・・・誰が誰をいじめているのか。

《時間と場所の確認》 ・・・・いつ，どこで起こったのか。

《内容》 ・・・・どんな内容のいじめか。どんな被害を受けたのか。

《背景と要因》 ・・・・いじめのきっかけは何か。

《期間》 ・・・・いつ頃から，どのくらい続いているのか。



【いじめが起きた場合の対応】

１ いじめられた生徒に対して

（１）生徒に対して

① 事実確認とともに，まず，つらい今の気持ちを受け入れ，共感することで心の安定を図る。

② 「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。

③ 必ず解決できる希望がもてることを伝える。

④ 自信をもたせる言葉をかけるなど，自尊感情を高めるよう配慮する。

（２）保護者に対して

① 発見したその日のうちに，家庭訪問等で保護者に面談し，事実関係を直接伝える。その際に

は，複数の教員で対応する。

② 学校の指導方針を伝え，今後の対応について協議する。

③ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。

④ 家庭での生徒の変化に注意してもらい，どのような些細なことでも相談するよう伝える。

２ いじめた生徒に対して

（１）生徒に対して

① いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き，生徒の心理的な背景にも目を向け指導する。

② 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと，毅然とした対

応と粘り強い指導を行い，いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる

側の気持ちを認識させる。

（２）保護者に対して

① 正確な事実関係を説明し，いじめられた生徒や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え，よりよ

い解決を図ろうとする思いを伝える。

② 「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し，事の重大さを認識

させ，家庭での指導を依頼する。

③ 生徒の変容を図るために，今後のかかわり方などについて一緒に考え，具体的な助言をする。

（３）周りの生徒に対して

① 当事者だけの問題にとどめず，学級・学年及び学校全体の問題として考え，いじめの傍観者

からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。

② 「いじめは決して許されない」という毅然とした姿勢を，学級・学年・学校全体に示す。

③ はやし立てたり，見て見ぬふりをする行為も，いじめを肯定していることを理解させる。

④ いじめを訴えることは，正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう指導する。

⑤ いじめに関するマスコミ報道や，体験事例等の資料をもとにいじめについて話し合い，自分

たちの問題として意識させる。

（４）継続した指導

① いじめが解消したと見られる場合でも，引き続き十分な観察を行い，折に触れて必要な指導

を継続的に行うことを怠ってはならない。

② 教育相談，日記，手紙などで積極的にかかわり､その後の状況について把握に努める。

③ いじめられた生徒の良さを見つけ，認め・褒めたり，求めたりして肯定的にかかわり，自信

を取り戻させる。

④ いじめられた生徒，いじめた生徒双方にカウンセラーや関係機関の活用を含め，心のケアに

あたる。

⑤ いじめの発生を契機として，事例を検証し，再発防止・未然防止のために日常的に取り組む

ことを洗い出し，実践計画を立て，いじめのない学級づくりへの取組を強化する。

いじめに取り組む体制



【いじめ防止対策委員会の設置】

１ 構成メンバー

（１）校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，各学年主任，養護教諭，当該学級担任

（スクールカウンセラー等）

２ 開催について

（１）いじめ防止に関する措置を実効的に行うため，定期的に，いじめアンケート実施後に開催す

る。

（２）緊急を要する問題が発生した場合には，ＰＴＡ会長等を含めた「緊急生徒指導委員会」を開

催し連携して対応にあたる。

（３）同委員会における内容や事案については，職員会議等で報告し，周知徹底させる。

【年間を見通したいじめ防止指導計画】

月 職員会議等 防止対策 早期発見

４ いじめ防止対策委員会及び ＰＴＡ総会や集会，学校だより等で 家庭調査票による把握

いじめに関する研修 の「学校いじめ防止基本方針」や「い

・指導方針 じめ撲滅宣言」を発表するなど保護

・指導計画等 者への啓発

５ 学校評議員会での「学校いじ 学級づくり

め防止基本方針」の発表

６ いじめ防止対策委員会 いじめに関するアンケート

・アンケートの結果を受けて

７ 家庭訪問による把握

８ 学級づくり 夏休み後の生徒の様子の把握

９ いじめ防止対策委員会

・２学期の方針

１０

１１ いじめ防止対策委員会 いじめに関するアンケート

・アンケートの結果を受けて

１２

１ 学級づくり

２ 学校評議員会での報告 いじめに関するアンケート

３ いじめ防止対策委員会

・アンケートの結果を受けて

・来年度の取組

※生徒会を主体としたいじめ撲滅宣言に関する全校ワークショップを行う。



【いじめが起こった場合の組織的対応の流れ】

１ いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。

２ いじめの解消に向けて取り組むにあたっては，迅速な対応が大切である。いじめの情報が入っ

てから学校の方針決定に至るまでを，いじめの情報を得たその日のうちに対応することを基本と

する。ただし，いじめが重篤な場合やいじめられた側といじめた側の意識にずれが生じている場

合には，把握した状況をもとに，十分に検討協議し慎重に対応する。

発 見 日常の観察，アンケート，教育相談

↓ 生徒・保護者からの情報

情報収集 ↓

↓ 情報を得た教職員

↓ ↓

↓ 学級担任

↓ ↓

↓ 生徒指導主事

↓ ↓

事実確認 主幹教諭 ⇔ 教頭 ⇔ 校長

↓ ↓

↓ 《いじめ防止対策委員会》 ⇔ 保護者

方針決定 職員会議 ⇔ ・報告・共通理解

↓ ・調査方針・分担決定 ⇔ 町教委

↓ ・報告・事実関係の把握・指導

↓ ↓

対 応 緊急生徒指導委員会

↓ 対応方針に基づいたいじめ解消に向けた

↓ 指導及び保護者対応

↓ ↓

↓ ↓ 警察

経過観察 解消継続指導・観察 児童相談所

↓

再発防止

未然防止活動

【生命または身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合】

１ いじめ防止対策委員会を開き，速やかに町教育委員会，警察等の関係機関へ報告する。管理職

が中心となり，緊急生徒指導委員会を設け学校全体で組織的に対応し，迅速に事案の解決にあた

る。

２ 事案によっては，学年及び学校のすべての保護者に説明する必要の是非を町教育委員会と相談

しながら判断し，必要があれば，該当生徒の保護者等の同意を得た上で，説明文書の配布や緊急

保護者会の開催を実施する。

３ マスコミ対応も視野に入れる。その際には，町教育委員会と協議しながら対応方法等を慎重に

進める。



【いじめの解消】

１ いじめが解消したと判断できるのは，少なくとも次の２つの要件を満たした場合とする。

（１）いじめに係る行為が止んでいること。

（２）被害者が心身の苦痛を感じていないこと。

２ いじめ発生から３ヶ月間の経過観察を行い，本人及びその保護者から聞き取り確認を行って，

「いじめ防止対策委員会」で判断する。

【町教育委員会，警察，地域等の関係機関との連携】

１ 町教育委員会との連携

（１）学校において重篤ないじめを把握した場合には，速やかに町教育委員会へ報告し，問題の解

決に向けて指導助言などの必要な支援を受ける。

２ 出席停止について

（１）生徒に対して，日頃からきめ細やかな指導や教育相談を粘り強く行うことが必要である。し

かし，指導の効果が上がらず，他の生徒の心身の安全が保障されない等の恐れがある場合は，

いじめ防止対策委員会が出席停止等の懲戒処分について学校長の判断で町教委と相談し，措置

を検討する。

（２）いじめられた生徒の心身の安全が脅かされる場合等，いじめられた生徒をいじめた生徒から

守り抜くために，町教育委員会により，いじめた生徒について出席停止の措置を講ずる。その

際，該当生徒の保護者にはその趣旨を十分に理解させ協力を得る。

３ 警察との連携について

（１）学校でのいじめが暴力行為や恐喝など，犯罪と認められるまたは発展する恐れがあると予想

される事案に関しては，早期に遠田警察署に相談し，連携して対応する。

（２）生徒の生命・身体の安全が脅かされる場合には，直ちに通報する。

４ 地域等その他関係機関等との連携について

（１）いじめにかかわった生徒の背景に，保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には，

美里町関係機関，児童相談所等の協力を得る。

【教職員の研修の充実】

１ いじめに関する「いじめ防止対策推進法」「宮城県教委いじめ防止基本方針」等，さらに小牛

田中学校いじめ防止のための基本方針や対応等について，年度当初に全ての教職員で，共通理解

を図る。

２ 教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身に付けさせるなど教職員の指導力やいじめの認

知能力を高めるための研修や，カウンセラーなどの専門家を講師とした研修を計画的に実施する。



【学校全体での取組】

１ いじめ未然防止にかかわること

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○世の中にはいろいろな考えをもっている人が ○自分の物や他人の物を大切に扱うように育て

いることを理解させる。（道徳・特活・総合） る。

○学級活動などの時間を活用して，インターネ ○スマートフォンや携帯電話，インターネット

ットの危険やモラルについて指導する。 を使うルールづくりを行う。

○資料を活用して，道徳教育の充実を図る。 ○友だちの気持ちを踏みにじったり傷つけるこ

○正しい判断力（自己指導能力）を身に付けさ との重大さを日頃から生徒たちに伝える。

せる。（道徳・特活・総合）

○進んで奉仕体験活動に取り組ませる。 ○地域での様々な体験を通して，集団の一員と

しての自覚や自信を育ませる。

２ いじめの早期発見に関すること

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○生徒が集団から離れて行動している時は，声 ○子どもとの会話をできるだけ多くする。

をかけて話を聞く。

○個人面談やアンケートを実施したり，休み時

間や放課後等を利用したりして，生徒から情

報を収集する。

○いじめ相談電話等，いじめ相談窓口を周知す ○悩みは何でも親に相談できるような雰囲気を，

る。 普段からつくっておく。

○上履き・机・いす・学用品・掲示物等にいた ○服装などの汚れや乱れに気を配る。

ずらがあったらすぐに対応し，原因を明らか ○子どもの持ち物に気を配り，なくなったり，

にする。 増えたりしていないか観察する。

３ いじめの早期対応に関すること

（１）暴力を伴ういじめの場合

①いじめられた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○本人や周辺からの聞き取りを重視し，身体的 ○わが子を守り抜く姿勢を見せ，子どもの話に

・精神的被害について的確に把握し，迅速に 耳を傾け，事実や心情を聞くようにする。

初期対応をする。

○休み時間や登下校の際も教師による見回りを

行い，被害が継続しない体制を整える。

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理

決を図る。 解を求め，協力してもらう。



②いじめた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○いじめは「絶対に許さない」という毅然とし ○学校は，いじめられた子どもを守ることを第

た態度で臨み，事実を確認し，いじめをやめ 一に考えた対応をとることを伝える。

させる。

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解 ○事実を冷静に確認し，わが子の言い分を十分

決を図る。 に聞くようにする。

○カウンセラー，教育相談員，児童相談所，警 ○被害生徒，保護者に対して，適切な対応（謝

察など，関係機関と連携をとる。 罪など）をするように伝える。

（２）暴力を伴わない場合

①いじめられた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○本人や周辺からの聞き取りを重視し，精神的 ○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるよう

被害について的確に把握し，迅速に初期対応 に伝える。

をする。 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理

○休み時間や登下校の際も教師による見回りを 解を求め協力してもらう。

行い，被害が継続しない体制を整える。

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解

決を図る。

②いじめた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○いじめは「絶対に許さない」という毅然とし ○学校は，いじめられた子どもを守ることを第

た態度で臨み，事実を確認し，いじめをやめ 一に考えた対応をとることを伝える。

させる。 ○事実を冷静に確認し，わが子の言い分を十分

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解 に聞くようにする。

決を図る。 ○被害生徒，保護者に対して，適切な対応（謝

○町教委相談員，カウンセラー，児童相談所， 罪など）をするように伝える。

警察など，関係機関と連携をとる。

（３）行為が見えにくい場合

①いじめられた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○つらく苦しい気持ちに共感し，「いじめから ○わが子を守り抜く姿勢を子どもに見せるよう

全力で守ること」を約束する。 に伝える。

○本人や周辺からの聞き取りを重視し，精神的

なダメージについて的確に把握し，迅速に初

期対応をする。

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解 ○いじめの問題解決に向けた学校の方針への理

決を図る。 解を求め協力してもらう。



②いじめた側

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○いじめは「絶対に許さない」という毅然とし ○学校は，いじめられた子どもを守ることを第

た態度で臨み，事実を確認し，いじめをやめ 一に考えた対応をとることを伝える。

させる。 ○事実を冷静に確認し，わが子の言い分を十分

○いじめの理由や背景をつきとめ，根本的な解 に聞くようにする。

決を図る。

○カウンセラーや関係機関と連携をとる。

（４）直接関係のない者

生徒にかかわること 保護者にかかわること（学校→保護者→子ども）

○傍観することはいじめに荷担することと同じ ○いじめに気付いた時，傍観者とならず助ける

であることを考えさせ，いじめられた生徒の 側の態度を取ることができるような子どもに

苦しみを理解させる。 育てる。

○友だちの言いなりにならず，自らの意志で行 ○いじめに対する考え方を理解してもらい，ど

動することの大切さに気付かせる。 んな場合でもいじめる側や傍観者になっては

ならないという気持ちを育てるように伝え

る。

４ 地域・家庭との連携

（１）各家庭での取組

① 自分の子どもに関心をもち，子どものさびしさやストレスに気付くことのできる親になれる

よう啓発する。

② ダメな時は「叱ることのできる親に！」頑張った時は「褒めることのできる親に！」を合い

言葉に，意識させる。

③ 父親の存在が大きく影響することを伝え，母親任せにしないで父親も子育てに参加するよう

啓発する。

④ スマートフォンや携帯電話，パソコンを使うルールを保護者と本人で話し合って決める。

（２）地域での取組

① 生徒たちを「地域の宝」として育てる意識をもち，生徒たちに地域から守られているという

安心感をもたせる。

② 生徒たちと顔見知りになるために，生徒たちと出会った時はあいさつや声がけをお願いする。

③ 公園や遊び場などで生徒が困っている場面を見かけたら，積極的に声をかけていただく。



いじめの重大事態について

１ 重大事態の定義

「いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命，心身又は財産に重大な被害があると認めると

き」「いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき」 （いじめ防止対策推進法２８条）

２ 重大事態への対応

（１）いじめの疑いに関する情報の共有と学校の設置者への報告を行う。

① いじめ対策委員会で，いじめの疑いに関する情報の収集と記録，共有を行う。

② いじめの事実を確認し，結果を学校の設置者へ報告する。

・「生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（生徒が自殺を考えた場合等）

・「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」（年間３０日が目安。一定期

間連続して欠席しているような場合等）

・「生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき」

（２）学校の設置者が重大事態の調査の主体を判断する。

① 学校が調査主体の場合

・学校の下に，重大事態の調査組織を設置する。

・調査組織で，事実関係を明確にするための調査を実施する。

・いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。

・調査結果を学校の設置者に報告する。

・学校の設置者から必要な指導及び支援を受ける。

・調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

② 学校の設置者が調査主体の場合

・設置者の下に，重大事態の調査組織を設置する。

・調査組織で，事実関係を明確にするための調査を実施する。

・いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。

・学校へ，資料の提出や調査への協力を指示する。

・調査結果を地方公共団体の長に報告する。

※地方公共団体の長等が再調査を行う場合には，資料の提出や調査への協力をする。

・調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

（３）調査結果を踏まえた対応をする。

① 被害生徒への支援

・継続的なケアを行う。

・学校生活への復帰に向けた支援を行う。

・学習支援を行う。

・スクールカウンセラーやＳＳＷを活用する。

② 加害生徒への指導

・個別の指導による謝罪の気持ちを醸成する。

・保護者へ協力を依頼する。

・いじめ行為についての懲戒を検討する。

③ 再発の防止

・再発防止策を検討する。

④ 教職員の処分等

・重大な過失等が指摘される場合には，教職員への懲戒処分等が課される。



ネット上のいじめへの対応

【ネット上のいじめについて】

パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して，特定の子どもの悪口や誹謗中傷等をインタ

ーネット上の Web サイトの掲示板などに書き込んだり，メールを送ったりするなどの方法によ
り，いじめを行うことをネット上のいじめという。

【未然防止について】

学校における情報モラルの指導だけでは限界があり，家庭における指導が不可欠であることか

ら，保護者と緊密に連携・協力し，双方で指導を行う。

１ 保護者会等で伝えること

（１）未然防止の観点から

① 生徒のパソコンやスマ－トフォン，携帯電話等を第一義的に管理するのは家庭であり，フィ

ルタリングだけでなく，家庭において生徒たちを危険から守るためのルールづくりを行うこと，

特にスマートフォンや携帯電話を持たせる必要性について検討すること。

② インターネットへのアクセスは，「トラブルの入り口に立っている」という認識や，知らぬ

間に利用者の個人情報が流出するといったスマートフォン特有の新たなトラブルが起こってい

るという認識をもつこと。

③ 「ネット上のいじめ」は，他の様々ないじめ以上に生徒たちに深刻な影響を与えることを認

識すること。

（２）早期発見の観点から

① 家庭では，メールを見た時に表情の変化など，トラブルに巻き込まれた生徒が見せる小さな

変化に気付けば躊躇なく問いかけ，即座に，学校へ相談すること。

２ 情報モラルに関する指導の際，生徒たちに理解させるポイント

（１）インターネットの特殊性を踏まえて

① 発信した情報は，多くの人にすぐ広まること。

② 匿名でも書き込みをした人は，特定できること。

③ 違法情報や有害情報が含まれていること。

④ 書き込みが原因で，思わぬトラブルを招き，被害者の自殺だけでなく，傷害など別の犯罪に

つながる可能性があること。

⑤ 一度流出した情報は，簡単には回収できないこと。

【早期発見・早期対応のために】

１ 関係機関と連携したネット上の書き込みや画像等への対応

（１）書き込みや画像の削除やメールやラインへの対応等，具体的な対応方法を子ども，保護者に

助言し，協力して取り組む必要がある。

（２）学校，保護者だけでは解決が困難な事例が多く，警察等の専門機関との連携が必要である。

２ 書き込みや画像の削除に向けて

（１）被害の拡大を防ぐために，専門機関等に相談し，書き込み等の削除を迅速に行う。



３ メールやラインの対応について

（１）指導のポイント

① メールやラインの内容は，転送しないことで，不幸になったり，危害を加えられたりするも

のでないこと。

② 受け取った人は迷惑し，友人関係を損ねるので絶対に転送しないこと。内容により，「ネッ

ト上のいじめ」加害者になる。

４ 書き込み等の削除の手順（例）

●ネット上のいじめの発見

●生徒・保護者等からの相談

書き込みの確認

・掲示板のアドレスを記録

・書き込みをプリントアウト

・携帯電話の場合はデジタルカメラで撮影な

ど

管理人による削除ができない場合

掲示板の管理人に削除依頼 管理人の連絡先は不明な場合

管理人・プロバイダでも削除されない場合 掲示板のプロバイダに削除依頼

削除依頼の再確認

・警察への相談

・法務局などに相談

削 除 確 認

生徒・保護者への説明



特に配慮が必要な生徒への対応

１ 障がいのある生徒

教職員は，個々の生徒の障がいの特性への理解を深め，個別の教育支援計画や個別の指導計画

を活用して情報共有を行いつつ，当該生徒のニーズや特性を踏まえた適切な指導及び支援を行う。

２ 帰国子女，外国人の生徒，国際結婚の保護者をもつなど外国とつながる生徒

言語や文化等の差に留意して，それらの違いを教職員，生徒，保護者等に理解を促進し,学校

全体で注意深く見守り,支援を行う。

３ 性同一性障害,性的指向・性自認に係る生徒

性同一性障害や性的指向・性自認について教職員への正しい理解を促し,学校として必要な対

応をする。

４ 東日本大震災により被災した生徒,原子力発電所事故により避難している生徒

被災や避難した生徒が受けた心身への多大な影響や,慣れない環境への不安感等を教職員が十

分に理解し,当該生徒に対する心のケアを適切に行い,細心の注意を払って見守りを行う。


